
都市公園法施行令の一部を改正する政令案について

平成１５年３月

国土交通省都市・地域整備局

公園緑地課

１ 趣旨

災害に強い都市構造の形成のため、災害時に広域的な災害救援活動の拠点

となる都市公園の技術的基準を定めるとともに、地域の実情に応じた都市公

園の設置及び管理を推進するため、地方公共団体が設置する都市公園の配置

の基準の見直し並びに公園施設及び占用物件の範囲の拡大等を行うものであ

る。

２ 概要

(1) 地方公共団体が設置する都市公園の配置の基準を当該公園を利用する者

が容易に利用することができるように配置することとすること。

（第２条第１項第１号から第３号まで関係）

(2) 災害時に広域的な災害救援活動の拠点となるものとして国が設置する都

市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準

を定めること。 （第３条関係）

(3) 公園施設について、都市公園ごとに、地方公共団体が条例で定める休養

施設、遊戯施設、運動施設及び教養施設並びに国土交通大臣が定める休養

施設、遊戯施設、運動施設及び教養施設を新たに公園施設に加えること。

（第４条第２項から第５項まで関係）

(4) 占用物件について、都市公園ごとに、地方公共団体が条例で定める仮設

の物件又は施設及び国土交通大臣が定める仮設の物件又は施設を新たに占

用物件に加えること。 （第１２条第１０号関係）

(5) 地方公共団体が条例で定める仮設の物件又は施設及び国土交通大臣が定

める仮設の物件又は施設の占用の期間及び占用に関する基準を定めるこ

。 （ ）と 第１４条第３号及び第１６条第９号関係

(6) その他、所要の改正を行うこと。

(7) この政令は、公布の日から施行すること。 （附則関係）



都
市
公
園
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

都
市
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
都
市
公
園
の
配
置
及
び
規
模
の
基
準
）

（
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
都
市
公
園
の
配
置
及
び
規
模
の
基
準
）

第
二
条

地
方
公
共
団
体
が
次
に
掲
げ
る
都
市
公
園
を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

第
二
条

地
方
公
共
団
体
が
次
に
掲
げ
る
都
市
公
園
を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
特
質
に
応
じ
て
当
該
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
お
け
る
都
市
公
園
の

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
特
質
に
応
じ
て
当
該
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
お
け
る
都
市
公
園
の

分
布
の
均
衡
を
図
り
、
か
つ
、
防
火
、
避
難
等
災
害
の
防
止
に
資
す
る
よ
う
考
慮
す

分
布
の
均
衡
を
図
り
、
か
つ
、
防
火
、
避
難
等
災
害
の
防
止
に
資
す
る
よ
う
考
慮
す

る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
配
置
及
び
規
模
を
定
め
る
も
の
と
す
る

る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
配
置
及
び
規
模
を
定
め
る
も
の
と
す
る

。

。

一

主
と
し
て
街
区
内
に
居
住
す
る
者
の
利
用
に
供
す
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す
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す
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す
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す
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す
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す
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す
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よ
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台
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ー
、
ジ
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ン
グ
ル
ジ
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ダ
ー
、
砂
場
、
徒
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池
、
舟
遊
場
、
魚
つ

一

ぶ
ら
ん
こ
、
滑
り
台
、
シ
ー
ソ
ー
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
、
ラ
ダ
ー
、
砂
場
、
徒

り
場
、
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ウ
ン
ド
、
遊
戯
用
電
車
、
野
外
ダ
ン
ス
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に

渉
池
、
舟
遊
場
、
魚
釣
場
、
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ウ
ン
ド
、
遊
戯
用
電
車
、
野
外
ダ
ン

類
す
る
も
の
と
す
る
。

ス
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そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
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係
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団
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で
定
め
る
遊
戯
施
設
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国
の
設
置
に
係
る
都
市
公
園
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
遊
戯
施
設

４

法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
運
動
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

４

法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
運
動
施
設
は
、
野
球
場
（
専
ら
プ
ロ

す
る
。

野
球
チ
ー
ム
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
陸
上
競
技
場
、
サ
ッ
カ
ー
場
（

一

野
球
場
（
専
ら
プ
ロ
野
球
チ
ー
ム
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
陸
上

専
ら
プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
ラ
グ
ビ
ー
場
、

競
技
場
、
サ
ッ
カ
ー
場
（
専
ら
プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
場
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
場
、
ゴ
ル
フ
場
、
ゲ
ー

除
く
。
）
、
ラ
グ
ビ
ー
場
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
場
、
バ
レ
ー

ト
ボ
ー
ル
場
、
水
泳
プ
ー
ル
、
温
水
利
用
型
健
康
運
動
施
設
、
ボ
ー
ト
場
、
ス
ケ
ー

ボ
ー
ル
場
、
ゴ
ル
フ
場
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
、
水
泳
プ
ー
ル
、
温
水
利
用
型
健
康

ト
場
、
ス
キ
ー
場
、
相
撲
場
、
弓
場
、
乗
馬
場
、
鉄
棒
、
つ
り
輪
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

運
動
施
設
、
ボ
ー
ト
場
、
ス
ケ
ー
ト
場
、
ス
キ
ー
場
、
相
撲
場
、
弓
場
、
乗
馬
場

シ
ョ
ン
用
運
動
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
観
覧

、
鉄
棒
、
つ
り
輪
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
用
運
動
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

席
、
更
衣
所
、
控
室
、
運
動
用
具
倉
庫
、
シ
ャ
ワ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
工
作

る
も
の
及
び
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
観
覧
席
、
更
衣
所
、
控
室
、
運
動
用
具
倉
庫
、

物
と
す
る
。

シ
ャ
ワ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
工
作
物

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
公
園
ご
と
に
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置
に

係
る
都
市
公
園
に
あ
つ
て
は
当
該
地
方
公
共
団
体
が
条
例
で
定
め
る
運
動
施
設
、

国
の
設
置
に
係
る
都
市
公
園
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
運
動
施
設

５

法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
教
養
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

５

法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
教
養
施
設
は
、
植
物
園
、
温
室
、
分

す
る
。

区
園
、
動
物
園
、
動
物
舎
、
水
族
館
、
自
然
生
態
園
、
野
鳥
観
察
所
、
動
植
物
の
保

一

植
物
園
、
温
室
、
分
区
園
、
動
物
園
、
動
物
舎
、
水
族
館
、
自
然
生
態
園
、
野

護
繁
殖
施
設
、
野
外
劇
場
、
野
外
音
楽
堂
、
図
書
館
、
陳
列
館
、
天
体
又
は
気
象
観

鳥
観
察
所
、
動
植
物
の
保
護
繁
殖
施
設
、
野
外
劇
場
、
野
外
音
楽
堂
、
図
書
館
、

測
施
設
、
体
験
学
習
施
設
、
記
念
碑
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
並
び
に
古
墳
、

陳
列
館
、
天
体
又
は
気
象
観
測
施
設
、
体
験
学
習
施
設
、
記
念
碑
そ
の
他
こ
れ
ら

城
跡
、
旧
宅
そ
の
他
の
遺
跡
及
び
こ
れ
ら
を
復
原
し
た
も
の
で
歴
史
上
又
は
学
術
上

に
類
す
る
も
の

価
値
の
高
い
も
の
と
す
る
。

二

古
墳
、
城
跡
、
旧
宅
そ
の
他
の
遺
跡
及
び
こ
れ
ら
を
復
原
し
た
も
の
で
歴
史
上

又
は
学
術
上
価
値
の
高
い
も
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
公
園
ご
と
に
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置



に
係
る
都
市
公
園
に
あ
つ
て
は
当
該
地
方
公
共
団
体
が
条
例
で
定
め
る
教
養
施
設

、
国
の
設
置
に
係
る
都
市
公
園
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
教
養
施
設

６
・
７

略

６
・
７

略

８

法
第
二
条
第
二
項
第
九
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
展
望
台
及
び
集
会
所
並
び

８

法
第
二
条
第
二
項
第
九
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
展
望
台
及
び
集
会
所
並
び

に
食
糧
、
医
薬
品
等
災
害
応
急
対
策
に
必
要
な
物
資
の
備
蓄
倉
庫
そ
の
他
災
害
応
急

に
災
害
時
に
お
い
て
避
難
地
又
は
避
難
路
と
な
る
都
市
公
園
（
災
害
対
策
基
本
法
（

対
策
に
必
要
な
施
設
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
十
号
に
規
定
す
る
地
域
防
災
計

画
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
防
災
に
関
す
る
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
に
限
る

。
）
に
あ
つ
て
は
、
食
糧
、
医
薬
品
等
災
害
応
急
対
策
に
必
要
な
物
資
の
備
蓄
倉
庫

そ
の
他
災
害
応
急
対
策
に
必
要
な
施
設
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
占
用
物
件
）

（
占
用
物
件
）

第
十
二
条

法
第
七
条
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
施
設
は

第
十
二
条

法
第
七
条
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
施
設
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
九

略

一
～
九

略

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
公
園
ご
と
に
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置

に
係
る
都
市
公
園
に
あ
つ
て
は
当
該
地
方
公
共
団
体
が
条
例
で
定
め
る
仮
設
の
物

件
又
は
施
設
、
国
の
設
置
に
係
る
都
市
公
園
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

る
仮
設
の
物
件
又
は
施
設

（
占
用
の
期
間
）

（
占
用
の
期
間
）

第
十
四
条

法
第
六
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ

第
十
四
条

法
第
六
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

ろ
に
よ
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

法
第
七
条
第
五
号
並
び
に
第
十
二
条
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ

三

法
第
七
条
第
五
号
及
び
第
十
二
条
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
六
月

い
て
は
、
六
月



四

略

四

略

（
占
用
に
関
す
る
基
準
）

（
占
用
に
関
す
る
基
準
）

第
十
六
条

都
市
公
園
の
占
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

第
十
六
条

都
市
公
園
の
占
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
寄
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
八

略

一
～
八

略

九

第
十
二
条
第
十
号
に
掲
げ
る
仮
設
の
施
設
（
建
築
物
に
限
る
。
）
を
設
け
る
場

合
に
お
い
て
は
、
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
市
公
園
は
〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

上
の
敷
地
面
積
を
有
す
る
も
の
と
し
、
占
用
の
場
所
は
都
市
公
園
の
広
場
内
と
し

、
建
築
面
積
の
総
計
は
そ
の
広
場
の
敷
地
面
積
の
百
分
の
三
十
を
超
え
な
い
こ
と

。
十

略

九

略

（
都
市
公
園
に
関
す
る
費
用
の
補
助
額
）

（
都
市
公
園
に
関
す
る
費
用
の
補
助
額
）

第
二
十
五
条

法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
国
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
補
助
金
の

第
二
十
五
条

法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
国
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
補
助
金
の

額
は
、
都
市
公
園
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
公
園
施

額
は
、
都
市
公
園
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
公
園
施

設
の
新
設
、
増
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
に
あ
つ
て
は
当
該
費
用
の
額
に
二
分
の

設
の
新
設
、
増
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
に
あ
つ
て
は
当
該
費
用
の
額
に
二
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
都
市
公
園
の
用
地
の
取
得
に
要
す
る
費
用
に
あ
つ
て
は

一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
都
市
公
園
の
用
地
の
取
得
に
要
す
る
費
用
に
あ
つ
て
は

当
該
費
用
の
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

当
該
費
用
の
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

遊
戯
施
設
の
う
ち
、
ぶ
ら
ん
こ
、
滑
り
台
、
シ
ー
ソ
ー
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
、

四

遊
戯
施
設
の
う
ち
、
ぶ
ら
ん
こ
、
す
べ
り
台
、
シ
ー
ソ
ー
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム

ラ
ダ
ー
、
砂
場
、
徒
渉
池
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

、
ラ
ダ
ー
、
砂
場
、
徒
渉
池
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

五

運
動
施
設
（
ゴ
ル
フ
場
及
び
ゴ
ル
フ
練
習
場
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
工
作

五

運
動
施
設
（
ゴ
ル
フ
場
及
び
ゴ
ル
フ
練
習
場
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
工
作

物
並
び
に
第
四
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
運
動
施
設
を
除
く
。
）

物
を
除
く
。
）

六
～
八

略

六
～
八

略



九

第
四
条
第
八
項
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
、
展
望
台
又
は
同
項
に
規
定
す
る
備
蓄

九

第
四
条
第
八
項
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
、
展
望
台
又
は
同
項
に
規
定
す
る
備
蓄

倉
庫
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
災
害
応
急
対
策
に
必
要
な
施
設
（
避
難
地

倉
庫
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
災
害
応
急
対
策
に
必
要
な
施
設

又
は
避
難
路
と
な
る
都
市
公
園
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二

百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
十
号
に
規
定
す
る
地
域
防
災
計
画
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
防
災
に
関
す
る
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
設
け
ら
れ
る

も
の
に
限
る
。
）

附

則

附

則

（
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
の
配
置
の
暫
定
措
置
）

（
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
の
配
置
の
暫
定
措
置
）

４

国
が
設
置
す
る
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
都
市
公
園
の
配
置
の
基
準
に
つ
い

４

国
が
設
置
す
る
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
都
市
公
園
の
配
置
の
基
準
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
の
表
配
置
の
項
中
「
一
般
の
交
通
機
関
に
よ
る
到
達
距

て
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
第
一
号
中
「
一
般
の
交
通
機
関
に
よ
る
到
達
距
離
が
二

離
が
二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
土
地
の
区
域
を
誘
致
区
域
と
し
、
か
つ
、
周

百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
土
地
の
区
域
を
誘
致
区
域
と
し
、
か
つ
、
周
辺
の
人

辺
の
人
口
、
交
通
の
条
件
等
を
勘
案
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
土
交
通
省
令
で
定

口
、
交
通
の
条
件
等
を
勘
案
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
都

め
る
都
府

県
の
区
域
及
び
道
の
区
域
ご
と
に
一
箇
所
」
と
す
る
。

府
県
の
区
域
及
び
道
の
区
域
ご
と
に
一
箇
所
」
と
す
る
。


